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熊本県立大学大学院文学研究科論集投稿規程

2018年5月22日改訂

１、発行回数　　　　　　　年一回の刊行とし、刊行日は9月末日とする。
２、投稿予告期限　　　　　刊行年と同年の4月10日とする。
３、原稿提出期限　　　　　刊行年と同年の6月末日とする。
４、編集委員会　　　　　　大学院日本語日本文学専攻担当者及び英語英米文学専攻担当者か

ら各１名、計２名で構成し、うち１名を編集委員長とする。学部
紀要の紀要委員との兼務は妨げない。

５、投稿者の範囲　　　　　本論集に投稿できるものは次のとおりとする。
　　　　　　　　　　　　　（１）本学大学院担当教員
　　　　　　　　　　　（２）本学大学院生および本学大学院修了者もしくは中退者。な

お、本学の学部卒業生で、他大学の大学院へ進学し、本学大
学院とかかわりを持たなかった者は投稿資格がないものとす
る。

　　　　　　　　　　　　　（３）編集委員会が特に認めた者
６、原稿提出先　　　　　　編集委員長に提出する。その際原稿の受理日を受理受付年月日と

して受け付ける。
７、原稿の査読及び順位　　教員の投稿論文は、本学文学部紀要に準じて査読担当者を定めて

査読を依頼し掲載の可否を決する。大学院生や修了生の投稿論文
は、指導教員を含む２名の教員が査読にあたり掲載の可否を決す
る。なお、掲載順位は編集委員会で決定する。採用決定の原稿は
原則として変更を認めない。

８、版型書式　　　　　　　Ａ５サイズ。分野にあわせ縦書き・横書き双方可。表紙・裏表紙
の区別は設けない。ただし横書き用表紙には、英語で統一して全
論文タイトルを記し、縦書き用表紙は全論文につき原タイトルの
まま（英文等の題を翻訳することはしない）記載する。奥付は中
央に置く。

９、原稿の分量　　　　　　（１）下記の仕様で仕上がり２６頁以内とする（論題のヘッダ、要
旨、図、注を含む）。縦書 54字×18行  横書 34字×32行（欧文
の場合は70ストローク、32行）

　　　　　　　　　　　　　（２）上記の量を超えた原稿は原則として受理しない。
10、原稿の形式　　　　　　（１）原稿は横書きまたは縦書きとし、９で指示する仕様で作成

すること。
　　　　　　　　　　　（２）和文原稿は口語体とし、常用漢字、現代仮名遣いをもちい

ること。ただし、国文学、中国文学など特殊な場合はこの限
りではない。

　　　　　　　　　　　（３）引用文献及び注はそれぞれ追番号を付し、原則として文末
に記載する。

　　　　　　　　　　　（４）本文の活字ポイントは所定のものを使用する。特別なフォ
ント等を用いる際は原稿に朱記をもって指定すること。

　　　　　　　　　　　（５）原稿とともに、電子データをUSBメモリー等で提出するこ
と。

　　　　　　　　　　　　　（６）その他、細則は別に定める。
11、校正　　　　　　　　　（１）校正は３回とする。二校までは執筆者が行い、三校は編集

委員が行う。
　　　　　　　　　　　（２）校正の際の修正は必要最小限にとどめる。また図版などの

増減によって頁数の異同を生ずるような変更をすることはで
きない。

12、抜刷　　　　　　　　　執筆者に30部を贈る。ただし、さらに追加するときはその実費
を執筆者が負担しなければならない。

13、発行部数　　　　　　　400部
14、著作権処理　　　　　　当委員会は原則として、本誌に掲載された全ての原稿を電子媒体

によって複製、公開し、公衆に送信することができる。また、他
誌への転載を希望する場合は、先方からの依頼状を添付して研究
科長に申請し、転載原稿には本誌から転載した旨を明記すること。


